
就学時健康診断について

• 小学校は義務教育です。子ども達には義務教育を受ける権
利が保障され、保護者には義務教育を受けさせる責任があ
ります。この就学時健康診断は、小学校へ入学を予定して
いる子ども全員に行われるものです。

• 附属小学校への進学を希望する方も、私立・公立・県外を
希望する方も、小学校入学を予定している年長組の子ども
は全員、必ず受けてください。お住まいの地域の小学校で
検診を受けてもらいます。

• 10月中旬頃までに、各ご家庭の地域の公立小学校から就学
時健康診断の案内があります。案内が届いたら、その学校
名を速やかに学級担任まで報告をしてください。

•受診日が園行事と重なる学校もあります。その場合は、幼
稚園から近隣の公立小学校にお願いをして、別の日の受診
ができるように連絡調整します。午後保育日と重なる場合
は、検診優先で、間に合う時間に早退をしていただきます。

山･川組保護者の皆様 ※掲示期間 9月24日まで


